
提

出

者

中

根

康

浩

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

八

号

社
会
保
険
庁
業
務
の
「
市
場
化
テ
ス
ト
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

8



社
会
保
険
庁
業
務
の
「
市
場
化
テ
ス
ト
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

官
民
が
業
務
の
効
率
化
を
競
い
、
よ
り
効
率
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
を
決
め
る
「
市
場
化
テ
ス
ト
」
で
、
社
会
保
険

庁
が
ど
の
よ
う
に
再
生
の
き
っ
か
け
を
つ
か
む
か
は
国
民
の
注
視
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

社
会
保
険
庁
業
務
の
効
率
化
促
進
策
に
つ
い
て

（
�
）

社
会
保
険
庁
の
年
金
業
務
に
お
い
て
、
公
務
員
に
し
か
で
き
な
い
と
考
え
た
う
え
で
、
「
市
場
化
テ
ス
ト
」
に
な
じ

ま
な
い
と
考
え
る
業
務
と
「
市
場
化
テ
ス
ト
」
の
対
象
と
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
業
務
の
仕
分
け
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ

た
い
。

（
�
）

「
市
場
化
テ
ス
ト
」
の
対
象
業
務
を
検
討
す
る
際
に
、
「
国
民
年
金
保
険
料
の
未
納
者
に
対
す
る
督
促
や
戸
別
訪
問

に
よ
る
徴
収
」
業
務
と
「
強
制
徴
収
」
業
務
と
で
は
、
ど
の
よ
う
に
性
質
が
異
な
る
と
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
ど
ち

ら
か
が
「
市
場
化
テ
ス
ト
」
の
対
象
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
す
る
場
合
、
何
故
な
の
か
に
つ
い
て
あ
わ
せ
て
政
府
の

見
解
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
官
民
競
争
入
札
」
の
導
入
の
根
拠
と
な
る
法
整
備
を
今
後
検
討
し
て
い
く
た
め
の
「
モ
デ
ル
事
業
」
と
し
て
社
会

一



保
険
庁
業
務
は
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
一
部
周
辺
業
務
の
テ
ス
ト
だ
け
で
は
民
間
と
の
効
率
化
競
争
の

「
モ
デ
ル
」
と
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
社
会
保
険
庁
業
務
を
よ
り
大
胆
に
、
よ
り
包
括
的
に
「
市
場
化
テ
ス
ト
」
の
対

象
と
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

報
道
に
よ
れ
ば
政
府
に
お
い
て
、
社
会
保
険
庁
業
務
を
大
胆
に
「
市
場
化
テ
ス
ト
」
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
消
極
的

で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
社
会
保
険
庁
の
多
く
の
業
務
が
既
に
外
部
委
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
間
に
矛

盾
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

社
会
保
険
庁
の
業
務
を
「
市
場
化
テ
ス
ト
」
す
る
場
合
、
社
会
保
険
庁
自
身
も
入
札
に
参
加
し
な
け
れ
ば
国
民
か
ら

の
批
判
も
強
く
、
無
駄
遣
い
の
解
消
や
業
務
効
率
化
、
官
民
の
コ
ス
ト
比
較
、
サ
ー
ビ
ス
の
比
較
に
結
び
つ
か
な
い
と

考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


